
１．給付日数の拡充措置の延長 

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための 
雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要 

 現下の厳しい雇用失業情勢の中、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、リーマンショック以降に 

実施している平成２３年度末（平成２４年３月３１日）までの暫定措置を延長する。 

（２）雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長 

   雇止めにより離職した者の給付日数（９０～１５０日）を、解雇・倒産による離職者の給付日数（９０～３３０日）並み 

とする暫定措置を、２年間（平成２５年度末まで）延長する。 

（１）個別延長給付の延長 

    解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付

日数を最大６０日延長する暫定措置を、２年間（平成２５年度末まで）延長する。 

２．積立金の特例措置の延長 

 失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、 

２年間（平成２４年度及び平成２５年度）延長する。 
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